
 

 

運送便の改正について 

 

 

 信越支社郵便事業本部郵便・物流オペレーション部は、本日（8 月 26 日）「運送便

の改正」について地方本部に説明してきました。 

 

 

表記趣旨については、集配拠点の再編及び運送便の効率的利用に伴い運送便を改正

するものです。 

 

１．改正線路等  

（１） 対象線路名（詳細は別紙１のとおり） 

 

（２） 改正ダイヤ 

別紙２のとおり 

 

２．その他 

発着管理システムの変更 

既定便における登録変更は支社が実施する。 

 

  この運送ダイヤ変更についての要員措置及び服務表改正はありません。 

 

 

【労使対応】 情報提供 
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